
公益財団法人ふるさといわて定住財団ホームページリンク基準 

 

第１ 財団ホームページから他のホームページへのリンク基準 

  国、県、市町村及びその関連団体、または公益法人等公共性の高いもの、これに準ず

る法人、団体などとし、そのほか当財団が認めたものとする。 

 

第２ 他のホームページから財団ホームページへのリンク基準 

  他のサイトから財団ホームページへのリンクは、次の事項を除きリンクフリーとする。

ただし、公序良俗、社会正義に反した内容を含むサイトを除く。 

 

この基準は平成２７年１１月 1日から施行する。 


